
「UQ学割」提供条件書 

 

1. 概要 

「UQ学割」は、UQコミュニケーションズ株式会社及び UQモバイル沖縄株式会社（以下、併せて「当社」

といいます。）のUQ mobile通信サービス契約約款に基づき利用者登録されたご利用者が 18 歳以下である

UQ mobile契約について、基本使用料を自動的に割り引くサービスです。なお、本提供条件書で使用する用

語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile 通信サービス契約約款で定義する用語の意味に従

うものとします。 

 

2. 提供条件 

 

（１） 受付期間 

2017 年 1 月 26 日（木） ～ 2017 年 5 月 31 日（水） 

 

（２） 適用条件 

・ UQ mobile 契約のお申込みに際してご登録いただくご利用者の年齢がお申込時点で 18 歳以下

であること。 

・ 受付期間内に当社指定の販売店等において、新規契約又は他社からの乗りかえ（MNP）で、対

象料金プランにお申し込みいただくこと。 

・ 1 利用者につき 1 回線のお申込みであること。 

 

（３） 対象料金プラン 

受付期間 対象料金プラン 

2017年 1月 26日～同年 2月 21日 ぴったりプラン ※ ぴったりプラン（Ｖ）※ 

たっぷりプラン ※ たっぷりプラン（Ｖ）※ 

2017年 2月 22日～同年 5月 31日 ぴったりプランＳ ぴったりプランＳ（Ｖ） 

ぴったりプランＭ ぴったりプランＭ（Ｖ） 

ぴったりプランＬ ぴったりプランＬ（Ｖ） 

おしゃべりプランＳ おしゃべりプランＳ（Ｖ） 

おしゃべりプランＭ おしゃべりプランＭ（Ｖ） 

おしゃべりプランＬ おしゃべりプランＬ（Ｖ） 

※2017年 2月 22日より、ぴったりプラン／ぴったりプラン（Ｖ）はぴったりプランＳ／ぴったりプランＳ（Ｖ）

に、たっぷりプラン／たっぷりプラン（Ｖ）はぴったりプランＭ／ぴったりプランＭ（Ｖ）に名称が変更となりま

す。名称変更後は変更後のプランに基づいて割引を適用いたします。 

 

（４） 割引内容 

区   分 内      容 

割引適用期間 課金開始月より起算して 14ヶ月目から 25ヶ月目までの間 

割引額（税抜） 1契約者回線ごとに月額 1,000円 

  



 

3. 重要事項 

 割引適用期間中に UQ mobile 契約を解約された場合、解約のお申し込みをされた当月利用分を

もって本割引を終了いたします。 

 基本使用料の日割りが発生する月は、ご利用日数に応じて割引額を日割りします。この場合にお

いて、割引額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。 

 

4. 本割引の仕組みについての図示 

 

 

 提供条件書について 

・ 当社は、本提供条件書の記載事項を変更する場合があります。この場合の料金その他の提供条件

は、変更後の提供条件書の記載事項によります。 

・ 電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該

当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知および説

明に代え、予め、当社のホームページにその内容を掲示します。 

・ 本提供条件書に記載のない事項については、UQ mobile 通信サービス契約約款その他当社の各

契約約款および各規約の規定を適用します。各契約約款等の詳細は、当社のホームページでご確

認いただけます。 

 

 作成日：2017 年 1 月 26 日 


